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　総合数値により、次のとおり格付けする。
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等級 総合数値
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６００～７３９点

水道施設工事
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年間平均完成工事高
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４．指名業者の選定等について

① 　市が行う指名業者の選定は、原則として次の工事別発注基準の表（以下「別表」という。）によるものとする。

② 　災害復旧工事等の緊急を要する工事、特殊又は高度な技術・経験を必要とする工事若しくは小規模改修工事の場合は、別表によらず適格者

を選定することができる。

③ 　別表に掲げられた以外の工事の場合は、当該業種の適格者の中から選定する。

（工事別発注基準）

Ａ

Ｃ
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２，５００万円未満

金額制限なし

３００万円以上

１，５００万円未満

１，５００万円未満

一 件 当 た り の 請 負 工 事 の 額
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３００万円未満

４，５００万円未満

１，５００万円未満
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